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答申第 787号 

諮問第 1352号 

件名：非違行為に関する速報等の一部開示決定に関する件 

 

答     申 

 

１ 審査会の結論 

愛知県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）が、別記の開示請求

に対し、別表の 1 欄に掲げる行政文書（以下「本件行政文書」という。）を

特定し、その一部開示決定において、同表の 3欄に掲げる部分を不開示とし

たことは妥当である。 

 

２ 異議申立ての内容 

(1) 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成 26 年 12 月 22 日付けで愛

知県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」とい

う。）に基づき行った開示請求に対し、県教育委員会が平成 27年 2月 3日

付けで行った一部開示決定の取消しを求めるというものである。 

(2) 異議申立ての理由 

ア 異議申立書における主張  

異議申立人の異議申立書における主張は、おおむね次のとおりである。 

(ｱ) 一部開示決定の処分を取り消すとの裁決を求める（生年月日部分は

省く）および、処分庁の「事情聴取」聞き取り、類する「メモ」等に

ついての説明および開示を求める。 

(ｲ) 開示対象文書を閲覧した。「体罰」および、体罰と問題になった件

について、（報告書、聞き取り、事情聴取、（加害）教員の弁明書（上

申書）、その後の対応について等含む）しかしながら、聞き取り、事

情聴取については閲覧できず。 

(ｳ) 聞き取り、事情聴取は不明であった（閲覧時にはなかった）、通知

書には説明は無い。また学校名、市町村教育委員会名、教諭名、校長

名等黒塗りであった。また、意見書については、意見書内（全文）全

部黒塗りであった。 

(ｴ) 聞き取り（の記録）及び事情聴取については、（警察における事情

聴取は本人に確認等をする）、当然あると思われるが触れてない。処

分取り消し等の、法的対応においては、処分者に対して明らかにする

ことが求められる。そうなれば、本件事案の文書等については、当然

公にされる文書であるといえる。処分の前段階での「事実確認」「事

実確定」において、被処分者の認めた内容であるということが、明ら



- 2 - 

 

かにされたものでなければならない。以上からも、処分庁の説明と処

分庁による公開を求めるものである。 

(ｵ) また、本件については、学校名等について、職務行為、公務内であ

り、「教育活動中」であることから、その活動内容は、すべて公開さ

れているといえることである。確かに公開されるのは、無制限でない

部分もあるかもしれないが、原則的には、公開されるものであるとい

える。教室等を含め、地域住民に公開される傾向にあることを考える

と（学校開放という名目で）、教育活動を、非開示にすることは、問

題であるといえる。公にされている情報を、非開示にしたということ

である。 

(ｶ) 確かに第三者ではないかもしれないが、体罰については、当事者で

ある「児童、生徒」の存在がある。 

(ｷ) 公開の場での出来事を（その時点で）、公開できないということは、

問題である。住民の知る権利を侵害することは違法である。学校とい

うところは、授業等の活動が、すべて公開されているという認識のも

とに活動がなされているという認識が現実である。公開を前提に、ま

た公開に耐えられる内容でなければならない。 

(ｸ) 教員の教育活動（生徒、児童への指導）の職務は、第三者の、眼が

あることによって、その活動に、客観性があるかないかを、証明およ

び、明確にできるといえる。本件同様、その視線を拒否するというこ

とは、教員の教育活動の客観性に、問題があるということである。 

(ｹ) 第三者が、見ていようがみていまいが、常に自らの活動内容が、公

開できるように、教員自らがすることが、「体罰」防止の取り組みに

ついて、必用なことであることは、明らかである。「体罰」等が密室

で起きやすい、その後の事実確認の対応を困難にしているということ

からも証明されているといえる。 

(ｺ) 現在「学校名」等開示について公開していることについては、各自

治体の実態は、確かに少ないかもしれないが、少しずつ、拡大してい

くことは確かであるといえる。そのことによって、開示することによ

って問題があったということは聞いていない。第三者の目で、よそ行

きの顔になるという心理を考えると、指導過程も含め、公開されると

いうことを、職員に明らかにされていたほうが、教員にとっても、新

たな成長、姿勢になるという可能性が大である。現在のままでは、こ

れまでの自らの指導方法等含めてその取組が、時間等の物理的な条件

整備のなされない現状では、遅くなっている、できにくくなっている。

教員の不祥事が続いていることは、その理由、原因等が明らかにされ

ないことが、処分庁によって明確にされないことから推測する。 

(ｻ) 「体罰」事案の教室等は、公共の場である。公共の場での、違法行

為については、住民、児童・生徒は知る権利がある。なぜなら、自ら
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が利用、関係する、施設等についての、環境条件について、選択、自

らを守るということからも、知る権利があるということである。行政

は、その権利にこたえなければならない職責がある。 

(ｼ) 処分庁が不祥事において、いかに職員の処分を行っても、開示され

た文書からは、事案の原因、背景、今後の具体的な、防止、改善の方

向性が見えてこない。そのためにも、本件の処分を取り消してもらい、

学校の人権確立のための資料とするため、正確な情報を共有するため

に、本件処分の取り消しを求める。又正確な「事実確認」のための事

情聴取の開示も求める。 

イ 意見書における主張 

   実施機関から不開示理由説明書が提出されたことを受け、異議申立人

に当該不開示理由説明書を送付したところ、異議申立人から意見書が提

出された。その内容は、おおむね次のとおりである。 

(ｱ) そもそも、処分庁が、各学校等に提出をさせている、非違行為に関

する速報、報告書、等について、生年月日を記載してあることは、何

らかの理由があると思われるが、その根拠等が理解できない。現在記

載していることは、公開されることの可能性があることを想定されて

なお、問題がないということから記載してある事項という理解する。

にもかかわらず非開示にする理由がないといえる。 

市町村教育委員会印影、教育長の印影、校長の印影、教頭の印影、

については印影があることが理解できない。開示する、しない、の論

議より、事務等の簡素化の前になくすことが先決である。 

(ｲ) 審査表に関しての文書で、生年月日、校長の場合、年齢及び生年月

日とあるが、年齢もしくは、20 代…50 代等でいいといえるのである

が、記載してある以上理由があるからであるといえる。記載してある

場合何らかの形で、公になるということであり、非公開にする理由に

はならない。 

(ｳ) 現在も、学校で働く公務員の、不祥事等が、公表されている。基本

的には、情報は公開されることにより、その背景、問題点、今後の取

り組みの方向性等が明確になるといえる。その解決等には、学校だけ

の力だけではなく、保護者、市民の知識協力なども必要とされている。 

(ｴ) 「体罰」についての報道で、都教委学校名公表を始め、2 年連続の

減少となったとある。正確な根拠は明らかでないが、学校名の公表が、

問題になったということについては、触れていないことからすると、

学校名公表されても、大きな問題はなかったといえる。 

学校に関する文書は、原則公開であると主張する。 

(ｵ) 本件に関して、同じ趣旨の内容を別件で主張してあるので引用して、

反論、主張とする。 

 基本的に、「体罰」報告書について異議申立書に、申立人の主張す
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る、理由等述べてあるが、（不開示理由）説明書には、申立人の主張

に対する理由等に対して、具体的に、反論、弁明等しているとは言え

ない。 

「単に実施機関の主観において…判断されるだけでは物足りず、そ

の危険が具体的に存在することが客観的に明白でなければならない」

しかしそのような説明がなされていない（教育情報公開の研究 学陽

書房 68頁）。 

申立人は、「体罰」非違行為報告書、においては、本県、及び、他

の自治体等の事例について、反論に変える。 

ａ A 高校の事例については、申立書において、すでに述べてある通

りである。学校名、教頭名、教諭氏名、年齢、性別、発生場所、等

が明らかにされている。体罰報告書においては、学校名、教諭名、

年齢、性別、発生場所、は公開されるべきである。 

ｂ B 高校の事例については、学校名、校長名、年齢、性別、発生場

所等、が明らかになっている。 

ｃ 東京都の事例については、学校名が明らかになっているというこ

とである。情報公開においては、その他の点についての公開は不明。 

ｄ 神奈川県の事例について、学校名、校長名、年齢、等が明らかに

なっている。 

ｅ 横浜市の事例については、学校名、校長名、教諭名、発生場所等

が明らかになっている。 

ｆ 横浜の事例について、横浜市は、2000 年 4 月以前には学校名、

校長名、が明らかになっていたということである。 

顧問名等も、明らかにすることは当然であるといえる。なぜなら対

外試合等でその名前は常に公表されているからである。学校の教科担

当者名、部活動担当者名等は毎年明らかになっている。 

「体罰」報告書においては、A 高校の事例、以上の内容（項目）が

開示されることは当然のことといえる。 

(ｶ) 職務行為は、全面公開が原則であり、また、教科等教育活動は、絶

えず公開のもとに行われてきている。指導法等の向上ということから

も、職務行為を公開することが、不可欠である。 

念のため、まとめると次のようになる。 

ａ 異議申し立てに対して、不開示部分に対しての処分庁の具体的か

つ、納得できる説明がなされていない。 

ｂ 仮に不利益等の問題があるとするならば、これまでの事例等を基

にした、説明がなされるべきである。 

ｃ これまで公開されてきた部分、公開されてきた他の自治体の部分

については、公開されるべきである。 

ｄ これまで主張してきたが、職員の職務行為は、開示されるべきで
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ある。 

ｅ 公務、教育活動等は、公開のもとに行われてきた。そのための職

員の研修、研究も当然公開されるべきものである。 

 

３ 実施機関の主張要旨 

実施機関の主張は、次の理由により本件行政文書を特定して一部開示とし

たというものである。 

 (1) 本件行政文書について 

ア 本件行政文書は、平成 25年 4月 1日から平成 26年 12月 22日までの

間に処分等がなされた小中学校教職員の体罰に関する非違行為について、

県教育委員会が作成又は取得した文書である。県教育委員会は、対象と

なる行政文書を別表の 1 欄に掲げる文書 1（以下「文書 1」という。同

欄に掲げる文書 2以下も同様とする。）から文書 69までのとおり特定し

た。その内訳は、同表の 2欄に掲げるとおりであり、県教育委員会は、

同表の 3欄に掲げる部分を開示しないこととして一部開示決定としたも

のである。 

    なお、異議申立書に記載された異議申立ての趣旨によれば、職員及び

校長の生年月日については、異議申立ての対象とはなっていないと解さ

れるが、念のため、当該異議申立ての対象外と解される部分も含めて説

明する。 

イ 別表の事案 1（以下「事案 1」という。同表の事案 2 以下も同様とす

る。）から事案 14 までに掲げる文書は、それぞれ小中学校教員 A から N

まで（以下「小中学校教員 A」を「A 職員」といい、小中学校教員 B か

ら N までについても同様とする。）が起こした体罰に関する非違行為に

ついて県教育委員会が作成又は取得した文書である。 

(ｱ) 文書 1、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60 及び 65

「非違行為に関する速報」 

当該文書は、発生した非違行為について、非違行為を行った職員の

所属校の校長又は教頭が速やかに事実関係を調査、聞き取り等を行い、

その内容を集約した上で市町村教育委員会に報告し、市町村教育委員

会が県教育事務所を経由し、県教育委員会に提出したものである。 

当該文書には、発生した非違行為について、非違行為を行った職員

の所属、氏名、生年月日、発信者及び受信者、非違行為の内容等が記

載されている。 

(ｲ) 文書 2、6、11、16、21、26、31、36、41、46、51、56、61 及び 66

「教職員の非違行為について（報告）」等 

当該文書は、非違行為に関する速報を提出した後、校長又は教頭が

改めて調査、聞き取り等を行った事実関係を集約した上で詳細に記載

した非違行為報告書を作成し、市町村教育委員会に報告し、市町村教
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育委員会が県教育事務所を経由し、県教育委員会に提出したものであ

る。 

当該文書のうち、県教育事務所長の鑑文、市町村教育委員会の鑑文

及び非違行為を起こした職員の所属校鑑文には日付、宛名、標題等が、

非違行為報告書には作成者の職名、氏名及び印影、非違行為を行った

職員の所属、職名、氏名、生年月日、年齢、性別等、非違行為の名称、

発生日時等、発生場所、概要、事後措置等が、非違行為を行った職員

の申立書には非違行為を行った職員の所属、氏名、申立て等が、校長

の意見書には校長の氏名、印影、意見等が記載されている。 

(ｳ) 文書 3、7、12、17、22、27、32、37、42、47、52、57、62 及び 67

「審査表」 

当該文書は、処分の審査に当たり、県教育委員会の人事考査委員会

で審査された内容について、審査表として作成したものである。 

当該文書には、事件の種別、発生年月日、発生場所、審査の対象者

である職員等の所属、職名、氏名、生年月日、年齢及び性別、事件の

概要、処分経過が分かる内容が記載された部分等が記載されている。 

(ｴ) 文書 4、8、13、18、23、28、33、38、43、53、58、63 及び 68「教

員の処分について」 

当該文書は、市町村教育委員会が教員の処分内容を決定するに当た

って県教育事務所を通じて県教育委員会へなされた協議に対する回答

を通知するために、県教育委員会において起案したものであり、市町

村教育委員会が教員を処分した結果について県教育事務所を通じて県

教育委員会に報告した文書が添付されている。 

当該文書のうち、起案文には起案者氏名、標題、決裁者等の印、伺

い文等が、県教育事務所長の鑑文及び市町村教育委員会の鑑文には日

付、宛名、標題等が、通知には標題、通知内容等が、進達には標題、

伺い文等が、協議には標題、処分内容等が、市町村教育委員会の意見

書には市町村教育委員会の意見等が、報告には標題、処分内容等が、

文書訓告（写）には非違行為を行った職員の所属、訓告内容等が、処

分場所見取図には処分者、被処分者及び立会者の所属、氏名等が記載

されている。 

(ｵ) 文書 48「教員の処分について」 

当該文書は、県教育委員会が教員の処分内容を決定するために起案

したものであり、県教育事務所が県教育委員会に教員を処分した結果

について報告した文書が添付されている。 

当該文書のうち、起案文には起案者氏名、標題、決裁者等の印、伺

い文等が、辞令（案）には被処分者の所属、職名及び氏名、発令事項

等が、処分事由説明書には被処分者の所属、職名及び氏名、処分内容、

処分理由等が、通知には標題、通知内容等が、副申には標題、県教育
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事務所長の意見等が、内申には標題、処分内容等が、市町村教育委員

会の意見書には市町村教育委員会の意見等が、報告には標題、処分日

時及び場所、辞令交付者、被処分者、処分内容、立会者等が記載され

ている。 

(ｶ) 文書 9、14、19、24、29、34、39、44、49、54、59、64 及び 69

「校長の処分について」等 

当該文書は、市町村教育委員会が校長の処分内容を決定するに当た

って県教育事務所を通じて県教育委員会へなされた協議に対する回答

を通知するために、県教育委員会において起案したものであり、市町

村教育委員会が校長を処分した結果について県教育事務所を通じて県

教育委員会に報告した文書が添付されている。 

当該文書のうち、起案文には起案者氏名、標題、決裁者等の印、伺

い文等が、県教育事務所長の鑑文及び市町村教育委員会の鑑文には日

付、宛名、標題等が、通知には標題、通知内容等が、進達には標題、

伺い文等が、協議には標題、処分内容等が、市町村教育委員会の意見

書には市町村教育委員会の意見等が、報告には標題、処分内容等が、

厳重注意（写）には職員の所属、厳重注意内容等が、処分場所見取図

には処分者、被処分者及び立会者の所属、氏名等が記載されている。 

(2) 条例第 7条第 2号該当性について 

ア 本件行政文書のうち、今回不開示とした職員の氏名、所属、職名、生

年月日及び出校状況、職員の所属する学校の市町村の名称、校長の氏名、

所属、年齢、生年月日及び印影、教頭の氏名及び印影、発信者及び受信

者の氏名、市町村教育委員会の印影、教育長の氏名及び印影、担当者の

氏名及び職名、処分者の氏名、立会者の氏名及び職名、文書番号、電話

番号、FAX 番号及びメールアドレス、発生場所、部活動の名称、学級の

児童数、被害者の氏名及び出校状況、児童の氏名、家族構成、警察署及

び病院の名称並びに症状及び診断内容が分かる部分（以下「職員の氏名

等」という。）は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する

おそれがあるものであるため、条例第 7条第 2号本文に該当する。 

イ 申立書、意見、聞き取り内容、学校の所見及びアンケート結果内容

（以下「申立書等」という。）並びに処分経過が分かる内容が記載され

た部分には、個人の心情等が詳細に記載されており、個人の人格的な権

利利益等に関する情報が含まれることから、全体として個人に関する情

報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合

することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに
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より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、条例

第 7条第 2号本文に該当する。 

ウ 事案 14 については、事案の発生当時、市町村教育委員会が報道機関

からの取材に応じており、かつ、開示請求の時点までに 3か月程度しか

経過していないため、非違行為を行った職員の所属する学校の市町村の

名称等を開示とした。しかし、当該事案に係る別表の 3欄に掲げる部分

については、実施機関及び当該市町村教育委員会は公表していない。 

また、事案 4及び事案 8についても、事案の発生当時、市町村教育委

員会が報道機関からの取材に応じ、又は概要を公表しているが、開示請

求の時点までに 1年 6か月又は 1年 4か月以上の期間が経過している。

よって、当該事案に係る別表の 3欄に掲げる部分のうち一部の情報がそ

の際公表されていたとしても、当該公表情報は、もはや慣行として公に

され、又は公にすることを予定されている情報には該当しない。 

したがって、職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容が記

載された部分は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されて

いる情報ではなく、仮に、今回不開示とした部分のうち一部の情報が報

道され、一時的に公衆の知り得る状態に置かれていたとしても、当該情

報は、報道機関の独自の取材に基づき報道されたものであって、実施機

関自らが積極的に公表しているものではないことから、そのことをもっ

て、当該情報が慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい

る情報に該当するとは認められない。よって、当該部分は、本号ただし

書イに該当しない。 

また、職員は公務員であるが、職員が処分等を受けたことに関する情

報は、職務の遂行に係る情報ではないため、職員の氏名等、申立書等及

び処分経過が分かる内容が記載された部分は、本号ただし書ハにも該当

しない。 

さらに、職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分は、人の生命等を保護するため公にすることが必要であると認

められる情報ではないため、本号ただし書ロには該当せず、予算の執行

を伴うものではないため、同号ただし書ニにも該当しない。 

エ 以上のことから、職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容

が記載された部分は、条例第 7条第 2号に該当する。 

(3) 条例第 7条第 3号イ該当性について 

本件行政文書のうち、今回不開示とした報道機関名及び取材内容は、公

にすることにより、当該団体の健全で適正な事業活動の自由が損なわれる

おそれがあり、ひいては正当な利益を害するおそれがあることから、条例

第 7条第 3号イに該当する。 

(4) 条例第 7条第 6号該当性について 

ア 申立書等は、県教育委員会の任命権の行使という人事管理に係る事務
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に関する情報であり、処分経過が分かる内容が記載された部分は、処分

内容を決定するための審議、検討に関する情報であって、これらを公に 

することが前提になれば、関係者は率直な意見を述べることを躊躇
ちゅうちょ

し、 

作成者も開示されることを意識した記述をするおそれがある。 

よって、これらを公にすれば、非違行為の発生の際における諸般の事

情を客観的に把握することができなくなるおそれがあるなど、人事管理

上の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあ

る。 

イ 以上のことから、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載された部

分は、条例第 7条第 6号に該当する。 

(5) 異議申立人の主張について 

異議申立人は、異議申立書において、「処分庁の「事情聴取」聞き取り、

類する「メモ」等についての説明および開示を求める。」及び「開示対象

文書を閲覧した。「体罰」および、体罰と問題になった件について、（報告

書、聞き取り、事情聴取、（加害）教員の弁明書（上申書）、その後の対応

について等含む）しかしながら、聞き取り、事情聴取については閲覧でき

ず。」と記載している。 

非違行為に関する速報及び非違行為報告書（以下「報告書等」とい

う。）の作成に当たり、非違行為を行った職員、被害者等から聞き取りを

行った者が備忘録として個人的にメモを作成し、自分の手元に置いておく

ということはあり得るが、そのメモはあくまで当該者の個人的便宜のため

に作成されたものであり、非違行為を行った職員、被害者等から聞き取っ

た内容は、報告書等に集約されることから、当該メモそのものを取得して

組織的に用いるものとして管理することはない。 

本件行政文書の特定に当たっては、念のため、非違行為を行った職員、

被害者等からの聞き取り内容について記載された文書を探索したが、やは

り作成又は取得していなかった。 

よって、本件行政文書以外に異議申立人が求める文書は存在しない。 

 

４ 審査会の判断 

(1) 判断に当たっての基本的考え方 

条例は、第 1条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権

利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有

するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の

推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の

もとに解釈・運用されなければならない。 

当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの

ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので

ある。 
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(2) 本件行政文書について 

本件行政文書は、平成 25年 4月 1日から平成 26年 12月 22日までの間

に処分がなされた小中学校教職員の体罰に関する非違行為について、県教

育委員会が作成又は取得した文書である。その構成及び内訳は別表の 1欄

及び 2 欄に掲げるとおりであり、その記載内容は前記 3(1)で実施機関が

説明するとおりであると認められる。実施機関は、同表の 3欄に掲げる部

分のうち、職員の氏名等を条例第 7条第 2号に、報道機関名及び取材内容

を同条第 3号イに、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載された部分

を同条第 2号及び第 6号に該当するとして不開示としている。 

(3) 条例第 7条第 2号該当性について 

ア 条例第 7条第 2号は、基本的人権を尊重する立場から、個人に関する

情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照

合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。以下同じ。）が記録されている行政文書は、不開示とすること

を定めるとともに、特定の個人を識別することはできないが、公にする

ことにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報が記録され

た行政文書についても、同様に不開示とすることを定めたものである。 

また、その一方で、ただし書イからニまでのいずれかに規定された情

報が記録されている行政文書については、条例の目的に照らし、原則開

示と個人の権利利益の最大限の尊重との調整を図ることにより、開示す

ることとしたものである。 

この考え方に基づき、職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる

内容が記載された部分が同号に該当するか否かを、以下検討する。 

イ 条例第 7条第 2号本文該当性について 

職員の氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する

ことができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にす

ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであると

認められる。 

当審査会において本件行政文書を見分したところ、申立書等及び処分

経過が分かる内容が記載された部分には、被処分者の処分内容、処分理

由等、被処分者自身の心情等、非違行為の事実経過等が詳細に記載され

ており、いずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別するこ

とができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にする

ことにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであると認

められる。 

したがって、職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容が記

載された部分は、条例第 7条第 2号本文に該当する。 

ウ 条例第 7条第 2号ただし書該当性について 

実施機関によれば、本件行政文書に係る事案のうち、事案 4及び 8に
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ついては、事案の発生当時、市町村教育委員会が報道機関からの取材に

応じ、又は概要を公表しているとのことであるから、実施機関が不開示

とした部分のうち、これらの事案に係る教員の所属する学校の市町村の

名称の情報が公にされていたと解される。また、当審査会において実施

機関に確認したところ、事案 10 については、非違行為を行った教員の

処分について実施機関が自ら公表しており、当審査会において当該公表

資料を見分したところ、実施機関が不開示とした部分のうち、当該教員

の所属する学校の市町村の名称については公表されていることが認めら

れた。 

しかし、事案に関する社会一般の関心や記憶は、公にされた時点から

時間が経過するに従い薄れていくのであって、事案に関する情報も次第

に公衆が知り得る状態に置かれているとはいえなくなっていく一方で、

関係者の権利利益を守る必要性は、時間の経過とともに増していくもの

と考えられる。こうしたことから、過去のある時点において公にされた

事実のみをもって、慣行として公にされ、又は公にすることを予定され

ている情報であるということはできない。  

この考え方に基づき、当該部分の条例第 7条第 2号ただし書イ該当性

を検討すると、公にされた時点から本件開示請求の時点までに相当の期

間が経過していることから、当該情報は、もはや慣行として公にされ、

又は公にすることを予定されている情報ではないと解される。 

また、その他の不開示部分については、実施機関は公表しておらず、

仮に、当該部分の情報が報道されており、一時的に公衆の知り得る状態

に置かれていたとしても、当該情報は、報道機関の独自の取材に基づき

報道されたものであって、実施機関自らが公表しているものではないこ

とから、そのことをもって、当該情報が慣行として公にされ又は公にす

ることが予定されている情報に該当するとは認められない。したがって、

職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載された部分は、

同号ただし書イに該当しない。 

また、非違行為を行った職員は公務員であるが、処分を受けたことは、

当該職員の職務遂行の内容に係る情報とは認められない。したがって、

職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載された部分は、

同号ただし書ハには該当しない。 

さらに、職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分が同号ただし書ロ及びニに該当しないことは明らかである。 

エ 以上のことから、職員の氏名等、申立書等及び処分経過が分かる内容

が記載された部分は、条例第 7条第 2号に該当する。 

(4) 条例第 7条第 3号イ該当性について 

ア 条例第 7条第 3号イは、自由経済社会においては、法人等又は事業を

営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、
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事業活動に係る情報で、公にすることにより、当該法人等又は個人の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記録さ

れている行政文書は、不開示とすることを定めたものである。 

そして、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるものとは、事業者の生産・技術・販売上のノウハ

ウ、経理、人事等の内容で、公にすることにより、事業者の事業活動が

損なわれると認められる情報のほか、事業者の名誉侵害、社会的評価の

低下となる情報等を含むものとされている。 

この考え方に基づき、報道機関名及び取材内容が同号イに該当するか

否かを、以下検討する。 

  イ 報道機関名及び取材内容を公にすれば、取材する側は、取材活動の内

容が公にされることをおそれ、自由な取材活動が行えなくなるおそれが

ある。 

よって、当該情報を公にすることにより、当該報道機関の健全で適正

な事業活動の自由が損なわれるおそれがあり、ひいては正当な利益を害

するおそれがあると認められる。 

したがって、報道機関名及び取材内容は、条例第 7条第 3号イに該当

する。 

(5) 条例第 7条第 6号該当性について 

  ア 条例第 7条第 6号は、県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務事業は、公益に適合するよ

う適正に遂行されるものであるが、これらの事務事業に関する情報の中

には、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるものが含まれるため、これらの情報が記録さ

れた行政文書は不開示とすることを定めたものである。 

この考え方に基づき、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載され

た部分が同号に該当するか否かを、以下検討する。 

イ 申立書等及び処分経過が分かる内容が記載された部分を公にすること 

になれば、関係者が具体的な事実や率直な意見を述べることを躊躇
ちゅうちょ

し 

たり、作成者が開示されることを意識した画一的な記述をせざるを得な

くなるおそれがあるなど、非違行為発生の際における諸般の事情を客観

的かつ正確に把握することが困難になるおそれがあると認められる。 

 したがって、当該情報を公にすることにより、人事管理上の事務に関

し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものと認め

られる。 

ウ 以上のことから、申立書等及び処分経過が分かる内容が記載された部

分は、条例第 7条第 6号に該当する。 

 (6) 本件行政文書の特定について 

   異議申立人は、異議申立書において、本件行政文書以外に、事情聴取、
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聞き取り、類するメモ等についての開示を求めている。 

   実施機関によれば、報告書等の作成に当たり、非違行為を行った職員、

被害者等から聞き取りを行った者が備忘録として個人的にメモを作成する

ことはあり得るが、そのメモはあくまで個人的便宜のために作成されたも

のであり、聞き取った内容は報告書等に集約されることから、当該メモそ

のものを取得して組織的に用いるものとして管理することはないとのこと

である。 

当審査会において本件行政文書を見分したところ、非違行為を行った職

員その他関係者から聞き取られた内容は、非違行為報告書等に適宜集約さ

れ、県教育委員会において取得していると解される。したがって、聞き取

りを行った者が個人的便宜のために作成したメモ等を必ずしも取得する必

要はないものと解されることから、本件行政文書以外に本件開示請求に係

る行政文書が存在しないとする実施機関の説明に特段不自然、不合理な点

があるとはいえない。 

(7) 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人は、その他種々主張しているが、別表の 3 欄に掲げる部分の

不開示情報該当性及び本件行政文書の特定に誤りがないことについては、

前記(3)から(6)までにおいて述べたとおりであることから、異議申立人の

その他の主張は、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。 

(8) まとめ 

以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 

別記 

 平成 25年度および平成 26年度 

 小中学校「体罰」および「体罰」と問題になった件について、 

 報告書、聞き取り、事情聴取、（加害）職員の弁明書（上申書） 

 その後の対応について等含む 
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別表 

事

案 
1 行政文書 2 内 訳 

3 実施機関が開示しないこととし

た部分 

1 文書 1 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 2 月 18 日付

け） 

 ・A職員の氏名、所属及び生年月日 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・職員の氏名 

文書 2 

教職員の非違行

為について（報

告）（平成 25

年 3 月 7 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・A職員の所属 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

A 職員の所属校

鑑文 

・A職員の所属 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・A職員の氏名、所属及び生年月日 

・教頭の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

・聞き取り内容 

A職員の申立書 全て 

校長の意見書 ・A職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

文書 3 

審査表（平成 25

年 4 月 18 日付

け） 

 ・A職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 4 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 4 月 24 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

 

・A職員の氏名及び所属 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 
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   ・意見 

教職員の処分に

ついて（進達） 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（協議） 

・A職員の氏名及び所属 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

教員の処分につ

いて〔報告〕 

・A職員の氏名及び所属 

・A 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・処分者及び立会者の氏名 

2 文書 5 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 3 月 29 日付

け） 

 ・B職員の氏名、所属及び生年月日 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・被害者の氏名 

・アンケート結果内容 

・聞き取り内容 

・学校の所見 

文書 6 

教員の非違行為

に つ い て （ 送

付）（平成 25

年 4 月 22 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

市町村教育委員

会の鑑文 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教育長の印影 

・文書番号 

・電話番号 
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  B 職員の所属校

鑑文 

・B職員の所属 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・B職員の氏名、所属及び生年月日 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

・アンケート結果内容 

・聞き取り内容 

・学校の所見 

校長の意見書 ・B職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

B職員の申立書 全て 

文書 7 

審査表（平成 25

年 5 月 27 日付

け） 

 ・B職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・被害者の氏名 

・意見 

・聞き取り内容 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 8 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 5 月 30 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・B職員の氏名及び所属 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（協議） 

・B職員の氏名及び所属 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 
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  市町村教育委員

会の意見書 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（報告） 

・B職員の氏名及び所属 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者の氏名 

・立会者の氏名及び職名 

・文書番号 

文書 9 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 5 月 30 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・B職員の所属 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

公立学校長の処

分について（進

達） 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

公立学校長の処

分について（協

議） 

・B職員の氏名及び所属 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 
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  公立学校長の処

分について（報

告） 

・B 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・校長の氏名及び所属 

・処分者の氏名 

・立会者の氏名及び職名 

・文書番号 

3 文書 10 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 5 月 23 日付

け） 

 ・C職員の氏名、所属及び生年月日 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・発信者及び受信者の氏名 

・FAX番号 

・被害者の氏名 

文書 11 

教員の非違行為

に係る報告書の

提 出 に つ い て

（平成 25 年 6

月 3日付け） 

県教育事務所長

の鑑文 

なし 

C 職員の所属校

鑑文 

・C職員の所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・担当者の氏名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

非違行為報告書 ・C職員の氏名、所属及び生年月日 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教頭の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

校長の意見書 ・C職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

C職員の申立書 全て 

文書 12 

審査表（平成 25

年 7 月 16 日付

け） 

 ・C職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 
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 文書 13 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 7 月 27 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

 

・C職員の氏名及び所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

市町村教育委員

会の鑑文 

・C職員の氏名及び所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教育長の氏名及び印影 

・担当者の氏名及び職名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

教員の処分につ

いて（協議） 

・C職員の氏名及び所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・担当者の氏名及び職名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（報告） 

・C職員の氏名及び所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者の氏名 

・立会者及び担当者の氏名及び職

名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 
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 文書 14 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 7 月 27 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・C職員の所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

市町村教育委員

会の鑑文 

・C職員の所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・教育長の氏名及び印影 

・担当者の氏名及び職名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

校長の処分につ

いて（協議） 

・C職員の氏名及び所属 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・担当者の氏名及び職名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

・意見 

 市町村教育委員

会の意見書 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

  教員の処分につ

いて（報告） 

・C 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・校長の氏名及び所属 

・処分者の氏名 
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   ・立会者及び担当者の氏名及び職

名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

4 文書 15 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 6 月 10 日付

け） 

 ・D職員の氏名、所属及び生年月日 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・報道機関名及び取材内容 

・聞き取り内容 

・学校の所見 

文書 16 

教職員の非違行

為について（報

告）（平成 25

年 7 月 1 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・D職員の所属 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

D 職員の所属校

鑑文 

・D職員の所属 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・D職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

・報道機関名 

・聞き取り内容 

・学校の所見 

校長の意見書 ・D職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

D職員の申立書 全て 

文書 17 

審査表（平成 25

年 7 月 16 日付

け） 

 ・D職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

 

 



- 22 - 

 

 文書 18 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 7 月 31 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・D職員の氏名及び所属 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

教員の処分につ

いて（協議） 

・D職員の氏名及び所属 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

教員の処分につ

いて〔報告〕 

・D職員の氏名及び所属 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・処分者及び立会者の氏名 

文書 19 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 7 月 31 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・D職員の所属 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

  校長の処分につ

いて（進達） 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 
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  校長の処分につ

いて（協議） 

・D職員の氏名及び所属 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

校長の処分につ

いて〔報告〕 

・D 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び所属 

・処分者及び立会者の氏名 

5 文書 20 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 6 月 22 日付

け） 

 ・E職員の氏名、所属及び生年月日 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・発信者の氏名 

・FAX番号 

・学校の所見 

文書 21 

教員の非違行為

に係る報告書の

提 出 に つ い て

（平成 25 年 7

月 17日付け） 

県教育事務所長

の鑑文 

なし 

非違行為報告書 ・E職員の氏名、所属及び生年月日 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

・警察署及び病院の名称 

・意見 

・聞き取り内容 

・学校の所見 
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  E職員の申立書 全て 

校長の意見書 ・E職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

文書 22 

審査表（平成 25

年 9 月 2 日付

け） 

 ・E職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・学校の所見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 23 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 9 月 15 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・E職員の氏名及び所属 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（協議） 

・E職員の氏名及び所属 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・担当者の氏名 

・文書番号 

・電話番号、FAX 番号及びメールア

ドレス 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

市町村教育委員

会の鑑文 

・E職員の氏名及び所属 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教育長の印影 

・担当者の氏名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 
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  教員の処分につ

いて（報告） 

・E職員の氏名及び所属 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者、立会者及び担当者の氏

名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

文書 24 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 9 月 15 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・E職員の所属 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

校長の処分につ

いて（協議） 

・E職員の氏名及び所属 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・担当者の氏名 

・文書番号 

・電話番号、FAX 番号及びメールア

ドレス 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

  教員の処分につ

いて（報告） 

・E 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・校長の氏名及び所属 

・処分者、立会者及び担当者の氏

名 
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   ・文書番号 

・電話番号、FAX 番号及びメールア

ドレス 

6 文書 25 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 6 月 13 日付

け） 

 ・F職員の氏名、所属及び生年月日 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

文書 26 

教職員の非違行

為について（報

告）（平成 25

年 7 月 1 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教育長の氏名及び印影 

・文書番号 

F 職員の所属校

鑑文 

・F職員の所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・F職員の氏名、所属及び生年月日 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

・症状が分かる部分 

校長の意見書 ・F職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

F職員の申立書 全て 

文書 27 

審査表（平成 25

年 10 月 7 日付

け） 

 ・F職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

 文書 28 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 10 月 16 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・F職員の氏名及び所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 
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   ・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

教員の処分につ

いて（協議） 

・F職員の氏名及び所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・F職員の氏名及び所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

教員の処分につ

いて（報告） 

・F職員の氏名及び所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者及び立会者の氏名 

・文書番号 

文書 29 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 10 月 16 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・F職員の所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

校長の処分につ

いて（進達） 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

  校長の処分につ

いて（協議） 

・F職員の氏名及び所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 
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   ・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・F職員の所属 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

校長の処分につ

いて（報告） 

・F 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・校長の氏名及び所属 

・処分者及び立会者の氏名 

・文書番号 

7 文書 30 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 7 月 11 日付

け） 

 ・G職員の氏名、所属及び生年月日 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・発信者の氏名 

文書 31 

非違行為につい

て（報告）（平

成 25 年 8 月 1

日付け） 

G 職員の所属校

鑑文 

・G職員の所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・G職員の氏名、所属及び生年月日 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

・聞き取り内容 

G職員の申立書 全て 

校長の意見書 ・G職員の氏名及び所属 

・校長の氏名、印影及び意見 
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 文書 32 

審査表（平成 25

年 10 月 9 日付

け） 

 ・G職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 33 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 10 月 28 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・G職員の氏名及び所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

教員の処分につ

いて（協議） 

・G職員の氏名及び所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・G職員の氏名及び所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

教員の処分につ

いて（報告） 

・G職員の氏名及び所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者及び立会者の氏名 

・文書番号 

 文書 34 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 10 月 28 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・G職員の所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 
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   ・校長の氏名 

・意見 

校長の処分につ

いて（進達） 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

校長の処分につ

いて（協議） 

・G職員の氏名及び所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・G職員の所属 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

校長の処分につ

いて（報告） 

・G 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・校長の氏名及び所属 

・処分者及び立会者の氏名 

・文書番号 

8 文書 35 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 8 月 10 日付

け） 

 ・H職員の氏名、所属及び生年月日 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・報道機関名 

 文書 36 

教員の非違行為

に つ い て （ 報

告）（平成 25

年 9 月 5 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・H職員の所属 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 
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  H 職員の所属校

鑑文 

・H職員の所属 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・H職員の氏名、所属及び生年月日 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

校長の意見書 ・H職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

H職員の申立書 全て 

文書 37 

審査表（平成 25

年 10 月 28 日付

け） 

 ・H職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 38 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 11 月 14 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・H職員の氏名及び所属 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

教員の処分につ

いて（協議） 

・H職員の氏名及び所属 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 
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  市町村教育委員

会の鑑文 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

教員の処分につ

いて 

・H職員の氏名及び所属 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・処分者及び立会者の氏名 

文書 39 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 11 月 14 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・H職員の所属 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

校長の処分につ

いて（進達） 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

校長の処分につ

いて（協議） 

・H職員の氏名及び所属 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

校長の処分につ

いて〔報告〕 

・H 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び所属 

・処分者及び立会者の氏名 
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9 文書 40 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 7 月 22 日付

け） 

 ・I職員の氏名、所属及び生年月日 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・職員の職名 

・発信者の氏名 

・診断内容が分かる部分 

文書 41 

非違行為の報告

について（平成

25 年 7 月 25 日

付け） 

市町村教育委員

会の鑑文 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教育長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・I職員の氏名、所属及び生年月日 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・職員の職名 

・被害者の氏名 

・診断内容が分かる部分 

・聞き取り内容 

校長の意見書 ・I職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

I職員の申立書 全て 

文書 42 

審査表（平成 25

年 10 月 9 日付

け） 

 ・I職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 43 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 10 月 17 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

 

・I職員の氏名及び所属 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

  教員の処分につ

いて（協議） 

・I職員の氏名及び所属 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 
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   ・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（報告） 

・I職員の氏名及び所属 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者の氏名 

・文書番号 

文書 44 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 10 月 17 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・I職員の所属 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

公立学校長の処

分について（進

達） 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

校長の処分につ

いて（協議） 

・I職員の氏名及び所属 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

  校長の処分につ

いて（報告） 

・I 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び所属 
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   ・市町村教育委員会の印影 

・処分者の氏名 

・立会者の氏名及び職名 

・文書番号 

10 文書 45 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 9 月 25 日付

け） 

 ・J職員の氏名、所属及び生年月日 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教頭の氏名 

文書 46 

教員の非違行為

に つ い て （ 報

告）（平成 25

年 10 月 23 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

市町村教育委員

会の鑑文 

・J職員の所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

J 職員の所属校

鑑文 

・J職員の所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・文書番号 

非違行為報告書 ・J職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名及び印影 

・被害者の氏名 

・聞き取り内容 

校長の意見書 ・J職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

J職員の申立書 全て 

文書 47 

審査表（平成 25

年 11 月 25 日付

け） 

 ・J職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 
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 文書 48 

教員の処分につ

いて（平成 25

年 12 月 9 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

辞令（案） ・J職員の氏名及び所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

処分事由説明書 ・J職員の氏名及び所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・J職員の氏名及び所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（副申） 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（内申） 

・J職員の氏名及び所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・J職員の氏名及び所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（報告） 

・J職員の氏名及び所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・立会者の氏名 

 文書 49 

校長の処分につ

いて（平成 25

年 12 月 9 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

公立学校長の処

分について（通

知） 

・J職員の所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 
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   ・校長の氏名 

・意見 

校長の処分につ

いて（進達） 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・文書番号 

校長の処分につ

いて（協議） 

・J職員の氏名及び所属 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

市町村教育委員

会の鑑文 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

校長の処分につ

いて〔報告〕 

・J 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び所属 

・処分者及び立会者の氏名 

11 文書 50 

非違行為に関す

る速報（平成 25

年 11 月 28 日付

け） 

 ・K職員の氏名、所属及び生年月日 

・発信者の氏名 

・被害者の氏名 

文書 51 

教員の非違行為

に係る報告書の

提 出 に つ い て

（平成 25 年 12

月 6日付け） 

県教育事務所長

の鑑文 

なし 

市町村教育委員

会の鑑文 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・教育長の氏名及び印影 

・文書番号 

  非違行為報告書 ・K職員の氏名、所属及び生年月日 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 
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   ・校長及び職員の氏名 

・教頭の氏名及び印影 

・被害者及び児童の氏名 

K職員の申立書 全て 

校長の意見書 ・K職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

文書 52 

審査表（平成 26

年 1 月 27 日付

け） 

 ・K職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 53 

教員の処分につ

いて（平成 26

年 2 月 9 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・K職員の氏名及び所属 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（協議） 

・K職員の氏名及び所属 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（報告） 

・K職員の氏名及び所属 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者及び立会者の氏名 

・文書番号 

 

 



- 39 - 

 

 文書 54 

校長の処分につ

いて（平成 26

年 2 月 9 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・K職員の所属 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

校長の処分につ

いて（進達） 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

校長の処分につ

いて（協議） 

・K職員の所属 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（報告） 

・K 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・校長の氏名及び所属 

・処分者及び立会者の氏名 

・文書番号 

12 文書 55 

非違行為に関す

る速報（平成 26

年 4 月 14 日付

け） 

 ・L職員の氏名、所属及び生年月日 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・職員の職名 

・発信者の氏名 

・発生場所 

・診断内容が分かる部分 
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 文書 56 

教員の非違行為

に つ い て （ 報

告）（平成 26

年 5 月 12 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

・L職員の氏名及び所属 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

非違行為報告書 ・L 職員の氏名、所属、生年月日及

び出校状況 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・職員の職名 

・発生場所 

・被害者の氏名及び出校状況 

・診断内容が分かる部分 

・聞き取り内容 

校長の意見書 ・L職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

L職員の申立書 全て 

文書 57 

審査表（平成 26

年 5 月 26 日付

け） 

 ・L職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・発生場所 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 58 

教員の処分につ

いて（平成 26

年 5 月 29 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・L職員の氏名及び所属 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（協議） 

・L職員の氏名及び所属 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

  市町村教育委員

会の意見書 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 
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   ・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

教員の処分につ

いて（報告） 

・L職員の氏名及び所属 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者の氏名 

・立会者の氏名及び職名 

・文書番号 

文書 59 

校長の処分につ

いて（平成 26

年 5 月 29 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・L職員の所属 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

公立学校長の処

分について（進

達） 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

校長の処分につ

いて（協議） 

・L職員の氏名及び所属 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・文書番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

  校長の処分につ

いて（報告） 

・L 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・立会者の氏名及び職名 

・校長の氏名及び所属 

・処分者の氏名 
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   ・文書番号 

13 文書 60 

非違行為に関す

る速報（平成 26

年 7 月 3 日付

け） 

 ・M職員の氏名、所属及び生年月日 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長及び受信者の氏名 

・部活動の名称 

・家族構成 

・診断内容が分かる部分 

・学校の所見 

文書 61 

教職員の非違行

為について（報

告）（平成 26

年 7 月 24 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

なし 

非違行為報告書 ・M職員の氏名、所属及び生年月日 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名及び印影 

・職員の職名 

・部活動の名称 

・診断内容が分かる部分 

校長の意見書 ・M職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

M職員の申立書 全て 

文書 62 

審査表（平成 26

年 8 月 25 日付

け） 

 ・M職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・部活動の名称 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

文書 63 

教員の処分につ

いて（平成 26

年 8 月 28 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・M職員の氏名及び所属 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 
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  教員の処分につ

いて（協議） 

・M職員の氏名及び所属 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・担当者の氏名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

公立学校教諭の

処分について

（報告） 

・M職員の氏名及び所属 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・処分者、立会者及び担当者の氏

名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

文書 64 

校長の処分につ

いて（平成 26

年 8 月 28 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・M職員の所属 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・意見 

校長の処分につ

いて（進達） 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

  校長の処分につ

いて（協議） 

・M職員の所属 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・校長の氏名 

・市町村教育委員会の印影 

・担当者の氏名 

・電話番号及び FAX番号 

・文書番号 
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   ・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

公立中学校校長

の処分について

（報告） 

・M 職員の所属する学校の市町村の

名称 

・市町村教育委員会の印影 

・校長の氏名及び所属 

・処分者、立会者及び担当者の氏

名 

・文書番号 

・電話番号及び FAX番号 

14 文書 65 

非違行為に関す

る速報（平成 26

年 9 月 4 日付

け） 

 ・N職員の氏名、所属及び生年月日 

・教頭の氏名 

・報道機関名 

文書 66 

教職員の非違行

為について（報

告）（平成 26

年 9 月 24 日付

け） 

県教育事務所長

の鑑文 

なし 

非違行為報告書 ・N職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名及び印影 

・学級の児童数 

・家族構成 

・聞き取り内容 

N職員の申立書 全て 

校長の意見書 ・N職員の所属 

・校長の氏名、印影及び意見 

文書 67 

審査表（平成 26

年 10 月 27 日付

け） 

 ・N職員の氏名、所属及び生年月日 

・校長の氏名、年齢及び生年月日 

・意見 

・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 
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 文書 68 

教員の処分につ

いて（平成 26

年 11 月 7 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

教員の処分につ

いて（通知） 

・N職員の氏名及び所属 

・意見 

教員の処分につ

いて（進達） 

なし 

市町村教育委員

会の鑑文 

なし 

教員の処分につ

いて（協議） 

・N職員の氏名及び所属 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

なし 

教員の処分につ

いて（報告） 

・N職員の氏名及び所属 

・校長の氏名 

文書訓告（写） ・N職員の氏名及び所属 

処分場所見取図 ・N職員の氏名及び所属 

・校長の氏名 

文書 69 

校長の処分につ

いて（平成 26

年 11 月 7 日起

案） 

起案文 ・処分経過が分かる内容が記載さ

れた部分 

校長の処分につ

いて（通知） 

・N職員の所属 

・校長の氏名 

・意見 

校長の処分につ

いて（進達） 

なし 

市町村教育委員

会の鑑文 

なし 

校長の処分につ

いて（協議） 

・N職員の所属 

・校長の氏名 

・意見 

市町村教育委員

会の意見書 

・意見 

県教育事務所長

の鑑文 

なし 

校長の処分につ

いて（報告） 

・校長の氏名及び所属 

厳重注意（写） ・N職員の氏名及び所属 

・校長の氏名 
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  処分場所見取図 ・校長の氏名及び所属 
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（審査会の処理経過） 

年 月 日 内                        容 

2 7 .  3 . 1 6 諮問 

2 7 .  5 . 2 6 実施機関から不開示理由説明書を受理 

2 7 .  5 . 2 8 異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付 

2 7 .  9 . 3 0 

(第 469 回審査会) 
実施機関職員から不開示理由等を聴取 

2 8 .  3 . 1 8 

(第 484 回審査会) 
審議 

2 8 .  5 . 1 1 

(第 488 回審査会) 
審議 

2 8 .  7 . 1 5 答申 

  


